
27 日獣発第 356 号

平成28年4月1日

地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日本獣医師会

会 長  藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

飼料の有害物質の指導基準の制定についての一部改正について

このことについて、平成 28 年 3 月 23 日付け 27 消安第 6092 号をもって、

農林水産省消費・安全局長から、別添のとおり通知がありました。

このたびの通知は、「飼料の有害物質の指導基準の制定について」（昭和 63
年 10 月 14 日付け 63畜B第 2050 号畜産局長通知）について、「稲発酵粗飼料

生産・給与技術マニュアル」に追加掲載された農薬及び農薬取締法（昭和 23
年法律第 82 号）に基づき登録されている製剤の登録内容の変更等があった農

薬成分について、残留基準値を新たに追加設定または改正を行ったことについ

て、都道府県知事に通知したので、了知の上、本会会員に周知を依頼されたも

のです。

ついては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

本件内容の問合せ先

公益社団法人

日本獣医師会：事業担当 駒田

TEL  03－3475－1601
























